
地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 

 地方公共団体の担うべき役割は、子育て、医療・介護など社会保障制度の充実

や人口減少下における地域活性化対策、また、脱炭素化社会の実現に向けた取組

の支援を目指した環境対策や行政のデジタル化推進など、新たな政策課題が増

大しており、極めて多岐にわたり、その遂行が求められています。 

 一方、地方公共団体は限られた人員体制の中で、新型コロナウイルス感染症や

近年多発している大規模災害への対応も迫られ、地方行政を取り巻く環境は一

段と厳しい状況にあります。 

これらに対応するため、政府は「骨太方針２０２１」において、２０２１年度

の地方一般財源総額の水準を２０２４年度まで確保するとしていますが、これ

らの増大する地方財政の行政需要に十分対応し得るのか懸念されるところです。 

 このため、２０２３年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、コロナ禍

への対応も勘案しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、持続可能な地方財政の

確立を目指すことが必要です。 

よって、国におかれては、さらなる地方財政の充実・強化を図るため、下記の

事項について実施されますよう強く要望します。 

 

記 

 

１ 社会保障の維持・確保、地域の防災・減災、脱炭素化対策や地域活性化に向

けた取組、デジタル化対策などの増大する地方公共団体の財政需要を的確に

把握し、それを支える人件費も含めて、十分な地方一般財源総額を確保するこ

と。 

 

２ 子育てや介護の充実、地域医療の確保、生活困窮者自立支援など、急増する

社会保障ニーズに対応し、専門人材を育成するための社会保障予算を確保す

るとともに、地方財政措置を的確に行うこと。 

 

３ 「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている１兆円については、

持続可能な地域社会の維持・発展に向けて恒久的な財源とすること。また、財

源の更なる拡充を図ること。 

 

４ 各種税制の見直しに当たっては、地方公共団体の財政に与える影響を十分

検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることのない

よう対応を図ること。  



５ 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲

与税として地方に税源配分すること。 

 

６ 自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進に当たっては、各自治体

のデジタル化の現状や周辺状況を十分に把握し、各自治体に見合った助言・支

援を行うとともに、必要な財政的支援を的確に行うこと。 

 

７ 新型コロナウイルス感染症の対策に当たっては、引き続き地方財源措置を

的確に行うとともに、アフターコロナに向けた地方活性化と新たな感染症に

対応した体制強化のための十分な財源措置を図ること。 

 

８ ２０２０年４月から始まった会計年度任用職員制度の運用については、今

後も当該職員の処遇改善が求められることから、引き続き所要額の調査を行

うなどし、必要な財政的支援を講じること。 

 

９ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発

揮できるよう総額を確保すること。また、地方の財源不足の補填については、

臨時財政対策債によることなく、地方交付税の法定率の引き上げを含めた抜

本的な見直しを行うこと。 

 

10 新型コロナウイルス感染症の影響で、運送収入が減少している事業者など

への路線維持のための支援や地域公共交通の維持・確保に取り組む自治体へ

の地方交付税による財政措置の充実強化を図ること。また、地域公共交通の環

境整備に対する支援を強化すること。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

  令和４年６月２７日 

 

上田市議会議長 佐 藤 論 征   


